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●河和田地区から主要目的地（病院）への到着時間が早くなり、通院目的の利用者増が見込まれる 

 ＪＲ鯖江駅着（周辺に病院複数あり）   9：54 （H29は 10：39）   

 丹南病院着（循環線乗継）       10：20 （H29は 11：19） 

 

河和田線第２便の運行ルートの見直し（改正概要①） 

変更内容 

●往路の終点をラポーゼかわだ止まりとする 

●往路はバイパスを運行し、以下のバス停は復路のみ停車する） 

       川島西、川島、川島東、北中山公民館、磯部口、ハニー東陽店前、戸口 

       別司口、別司、河和田口、河和田、西袋、椿坂、金谷、寺中 

●復路の終点を JR鯖江駅止まりとする（接続する循環線と区間が重複するため）  

新 

旧 
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循環線第 4便の周回方向の変更 アル・プラザ鯖江前停留所の復活（改正概要①、⑤） 

変更内容 

●周回方向を左回りから右回りに変更し、起終点を「嚮陽会館」から「ＪＲ鯖江駅」に変更する 

●アル・プラザ鯖江前停留所を復活する 

 

アル・プラザ鯖江前 復活 

魔 

かがやき前（旭町４丁目北） 
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鯖江南・新横江線第 1便の終点を JR鯖江駅に変更（改正概要①） 

変更内容 

●同一車両で運行している循環線第 4 便の周回方向の変更に伴い、JR鯖江駅-嚮陽会館の区間が

重複するため終点をＪＲ鯖江駅止まりとする 

・運行ルート：嚮陽会館（起点）→舟津西→ＪＲ鯖江東口→下新庄→ＪＲ鯖江駅（終点） 

この部分が重複する

ため 
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幹線 通学便の運行日を変更、片上・北中山ルートの起点を変更（改正概要②） 

変更内容 

●今年度の実績を勘案し、特に利用の少ない片上・北中山ルート、立待ルート、吉川ルート、豊

ルート、中河・北中山ルートについて、真に需要が見込まれる 12、1、2月のみの運行とする 

●片上・北中山ルートについて、河和田ルート、中河・北中山ルートと重複するエリアのルート

を短縮し、起点を中戸口から北中山公民館に変更する 

 

片上・北中山ルート 

この部分を短縮 

変更前 変更後 
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土日祝に運行を行う予定の便（便名・発着時刻は現行ダイヤ） 

路線名 便 発 着 

循環線 第 4 便  9：55  10：35 

鯖江南線・新横江線 第 2 便  11：30  12：17 

神明線 第 3 便  12：24  13：10 

片上・北中山線 第 4 便  11：05 12：15 

立待線 第 3 便  11：41  12：19 

吉川線 第 4 便  12：22  13：09 

豊線 第 3 便  12：21  13：13 

中河・北中山線 第 3 便  11：20  13：08 

河和田線 第 3 便  11：05  13：25 

 

幹線 通学便 豊ルートの終着付近の一部ルートを変更（改正概要②） 

変更内容 

●終着付近の一部ルートを変更（本町 1丁目、本町 2丁目に停車せず）し、終着を JR 鯖江駅

２番乗り場から１番乗り場に変更し、続く豊線第１便（同一車両）の始発停留所と同一にするこ

とで、回送を無くす 

土日祝の一部増便（改正概要③） 

変更内容 

●ダイヤ見直し後の河和田線第 2便が新たに接続する便となるため、循環線第４便を土日祝にも

運行する 

●支線については、午前中１便、午後中１便の現状運行に加え、お昼時間帯に１便を増便するこ

とで、帰りの待ち時間を短縮し外出しやすくする 

本町 1 丁目、本町 2 丁目に停車せず 

このルートに変更 
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幹線 昼間便の運行区間の見直し、第２便の周回方向変更（改正概要④） 

変更内容 

●需要の少ない一部区間の見直により、運行コストの軽減を図る 

・第 1便 神明駅（11：55）-JR鯖江駅（12：32）間をカット 

・第 2便 JR鯖江駅（12：30）-神明駅 13：07）間をカット 

・第 3便 神明駅（14：30）-JR鯖江駅（15：07）間をカット 

●第２便の周回方向を右回り→左回りに変更する = すべての便の周回方向を統一 

この区間の 

見直しを行う 
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変更後 

 

 

変更前 

 

 

 

  

循環線の増便（改正概要④） 

変更内容 

●循環線の運行が手薄となっている 11時～13時台に 3便の増便を行う 

・幹線昼間便の運行区間の見直しにより生まれた配車の余裕をこの 3便に振り向ける 

・幹線昼間便のルート見直し箇所の代替機能も果すため（ＪＲ鯖江駅―神明駅間の移動）土日祝

も運行する 

●増便と併せて、既存便の時間繰上げ、繰り下げを同時に行い、循環線の運行間隔に偏りを無く

す 

幹線 昼間便の見直し部分を割り当てして増便 
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片上・北中山線第 3便の終点を公立丹南病院まで延長（改正概要④） 

変更内容 

●この便を運行する車両の路線運行順の変更に伴い、本来の終点まで延長する 

 終点：Ｈ29神明駅→Ｈ30公立丹南病院 

循環線第 6便の始点を「神明駅」から「神明苑」に短縮（改正概要④） 

変更内容 

●この便を運行する車両の路線運行順の変更に伴い、直前の吉川線第 3便と重複するルートを短

縮する 

 始点：Ｈ29神明駅→Ｈ30神明苑 

現在、神明駅が終点になっているこの便を、本来の

終点である公立丹南病院まで延長する 

この区間を短縮 


